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令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項及び同法第２２条第１項の規定により審査に付された令和４年度決算に基

づく健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類

について審査したので、別紙のとおり審査意見を提出します。
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令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

第１ 審査の対象

令和４年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類

１ 健全化判断比率

（１）実質赤字比率

（２）連結実質赤字比率

（３）実質公債費比率

（４）将来負担比率

２ 資金不足比率

第２ 審査の期間

令和５年７月２５日から令和５年８月９日まで

第３ 審査の方法

審査の実施にあたっては、健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかの確認を行い、あわせて

関係職員の説明を聴取した。

第４ 審査の結果

審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

審査の概要及び意見については、次のとおりである。
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１ 健全化判断比率

（１）実質赤字比率

実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する

比率である。

実質赤字額がないため、前年度に引き続き算定されない。

（２）連結実質赤字比率

連結実質赤字比率とは、すべての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に

対する比率である。

連結実質赤字額がないため、前年度に引き続き算定されない。

（３）実質公債費比率

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標

準財政規模に対する比率の過去３か年の平均である。

令和４年度は４．７％で、前年度に比べ０．３ポイント減少し、財政健全化計

画の策定が求められる早期健全化基準２５．０％を下回っており、良好な状態が

維持されている。

（４）将来負担比率

将来負担比率とは、現時点での一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率である。

地方債残高の将来負担額より充当可能財源が多いため、将来負担比率は算出さ

れない。
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２ 資金不足比率

資金不足比率とは、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

である。

各公営企業会計において資金不足額がないため、前年度に引き続き算定されな

い。

３ 審査意見

令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健

全化基準及び経営健全化基準を下回っており、健全な状態を維持している。

今後も、社会経済情勢等を注視しつつ、第八次総合計画及び行政経営方針に基

づく着実な事業の推進を基本とし、歳入の安定的な確保と歳出の適正化に取り組

み、健全な財政運営を進められたい。
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